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（議案補充説明）

1 三重県民の森の指定管理者の指定議案について

1 議案

議案第 19 5号「三重県民の森の指定管理者の指定についてj

2 指定管理者の指定

農林水産部が所管している公の施設「三重県民の森Jについて、平成

2 8年4月 1日から指定管理者による管理を行わせるため、三重県民の森

条例（昭和 55年三重県条例第3号）第6条第2項の規定に基づく指定管

理者の指定についての議決を得ようとするものです。

3 対象施設

( 1）施設名称三重県民の森

(2）設霞場所 三重県三重郡菰野町大字千草字西貝石 71 8 1 3 

4 指定管理候補者の名称等

所在地 三重県桑名市大字星川 853-3

名称 特定非営利活動法人三重県自然環境保全センタ一

代表者 理事長森豊

5 指定の期間

平成28年4月 1日から平成33年3月 31日まで

6 指定管理候補者の審査・選定の経緯

( 1 ）指定管理者の応募状況

指定管理者の募集を平成 27年 10月9日から平成27年 10月16 

日まで行った結果、次の団体から応募申請がありました。

－特定非営利活動法人 三重県自然環境保全センター

（三重県桑名市大字星川 85 3 3) 

( 2）指定管理候補者の審査選定の経過

指定管理候補者の選定経過の透明性を高め、公正な手続きを確保する

ため、外部有識者等による三重県民の森及び三重県上野森林公園指定管

理者選定委員会（以下、「選定委員会Jという。）を設置し、経費だけで

はなく、サーヒ守ス提供の水準なども含めて総合的な審査を行し、ました。



ア選定委員会構成員

委員長石川知明 （三重大学教授）

委員赤木邦男 （弁護士）

委員岩田広子 （公認会計士）

委 員 小 林 ゆ か り （側百五経済研究所）

委員下村和恵 （四日市自然保護推進委員会）

委員保黒時男 （公募委員）

イ審査の経過

平成27年 8月 11日 第1回選定委員会（審査基準及び自己点の策定）

平成27年 10月 28日 第2回選定委員会（第2次審査（ヒアリング

審査））

平成27年 11月5日 第3回選定委員会（第2次審査（ヒアリング

審査）、及び、総合判定）

※応募団体数が3団体以内であったため、第1次審査（書類審査）を実施

せず、全ての申請団体に対して第2次審査（ヒアリング審査）を実施し

ました。

ウ 提案内容及び審査の概要等

申請団体が提案した主な内容とそれを審査した基準や配点、県が求め

た水準などについては、別紙「提案内容及び審査の概要」のとおりです。

エ審査結果（評価点数（ 3 0 0 0点満点））

特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

（評価点 2 1 6 7点）

オ指定管理候補者の選定

選定委員会の意見を踏まえ、下記の団体を指定管理候補者として選定

しました。

所在地三重県桑名市大字星川 85 3 3 

名 称特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

代表者理事長森豊

カ選定した理由

選定委員会の審査結果を踏まえ、「特定非営利活動法人三重県自然環境

保全センター」は、

－現指定管理者であり、三重県民の森の設置目的、役割を十分に認識して

いるとともに、管理、運営に関する責任体制、実施方策が確立されてお

り、十分に三重県民の森の管理、運営が可能であると見込まれること

－施設の維持管理について、直営化の検討を継続して進めるとともに、職

員の創意工夫により速やかに老朽化した施設を補修する提案がなされて

おり、経費の縮減が期待されること

などの評価があり、総合的に判断して指定管理候補者に選定しました。
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7 期待される効果

今回、選定した指定管理候補者が管理業務を実施することにより、次

のような効果を見込んでいます。

( 1 ）県民サービスの向上

指定管理候補者は、これまでに自然環境を最大限に生かしたイベント

等により利用者数を増加させるなど、運営にかかる豊富な知識や経験を

有するとともに、新たな発想で、情報の発信や利用者の意見等の把援、

管理運営への反映などを具体的に提案していることから、施設利用者数

の増加や満足度の向上が期待できます。

(2）経費の縮減及び満足度の向上

県は、指定管理者制度の継続により、引き続き民間事業者の有するノ

ウハウを活用して経費の縮減を図ることができます。

指定管理候補者は、これまでの取り組みに加えて、老朽化した施設の

補修に県民の森の間伐材を活用するなど、スタップの創意工夫による速

やかな対応を計画していることから、経費の縮減とともに施設利用者の

信頼向上が期待できます。

8 協定書で定める主な項目

指定管理者の指定の議決を受けた後、県と指定管理者との聞において、

指定期間を通じての基本的な事項を定める「基本協定j と、年度毎の事業

実施に係る事項を定める「年度協定Jを締結することとしています。

指定管理者と締結する基本協定書のなかで定める主な項目は、次のとお

りです。

( 1 ）県施策への配慮、

三重県が推進する、人権尊重社会の実現、男女共同参画社会の実現、

持続可能な循環型社会の創造に向けた自然との共生の確保、環境保全活

動の推進、資源循環型社会の構築、ユニバ｝サルデ、ザインのまちづくり、

障がい者就労施設等からの優先的な調達、次世代育成支援、地震防災対

策等の施策に配慮した管理運営を行うよう、指定管理者に求めます。

( 2）情報公開及び個人情報保護

「三重県情報公開条例」の趣旨にのっとり、管理業務にかかる情報の

公開に関する規定を整備し、管理業務を開始する日から情報の公開を実

施するよう、指定管理者に求めます。

また、管理業務を実施するにあたり、個人の権利利益を侵害すること

のないよう、個人情報を適切に取り扱うよう、指定管理者に求めます。

( 3）第三者による実施

指定管理者が、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合に

は、事前に県の承認を受けることを義務づけるとともに、責任の所在、

費用負担についてあらかじめ定めます。

3 



( 4）施設利用者の意見等の反映

施設で提供するサーピスについて、アンケート等により施設利用者の

意見等を把握し、その後の管理運営へ反映するよう指定管理者に求めま

す。

( 5）緊急事態発生時の対応

指定管理期間中、管理業務の実施に関連して事故や災害の緊急事態が

発生した場合は、すみやかに適切な応急処置を行うとともに、県その他

関係者に対して通知し、必要な措置について協議を行うよう、指定管理

者に求めます。

( 6）リスク分担

管理運営業務に支障を生じさせるおそれのある事項についての分担を

あらかじめ定めます。

設置基準の変更など法改正等に伴う管理物件の整備や経年劣化による

大規模な施設の修議等については、県がリスクを分担するものとし、指

定者の責めに帰すべき事由による施設の損傷等については、指定管理者

が分担するものとします。

(7）業務計画書の提出

指定管理者から毎事業年度提出される業務計画書については、基本方

針、事業計画概要、組織体制及び人員配置計画、収支計画等の記載を求

めますロ

( 8）業務報告書の提出

指定管理者から毎月の利用者数の報告と、年2回（ 1 2月及び3月）

のイベント実施状況及びアンケート結果の報告を求めます。

( 9）事業報告書の提出

指定管理者から毎事業年度終了後に提出される事業報告書については、

管理業務の実施状況、管理業務に関する経費の収支状況、成果目標とそ

の実績、管理業務に関する自己評価等の記載を求めます。

(10）実施状況の調査、指示等

管理業務の実施状況等の確認と評価を行うため、随時、当該施設に立

ち入札説明を求めることができるものとします。この調査の結果、サ

ービスや施設の維持管理が基準を満たしていない場合には、指定管理者

に対して必要な指示又は改善勧告を行うこととします。

9 今後の取組予定

指定管理者の指定の議決を受けた後は、次のスケジュールにより具体的

な手続きを進めます。

平成27年 12月

平成28年 1月

平成28年 4月

指定管理者の指定

協定書の締結

指定管理者による施設管理の開始
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提案内容及び審査の概婆

審査基準 県が求めた水準 配点

主な提案内容
特記事項ト等（審）査コメン

特定非営利活動法人三重曝自然環境保全センター

1県民の平等な利用の確保
『多くの生きものに囲まれた、人も自
然も笑顔になれる社会にするJをミツ

菅濃運営の基本方針が県の基本方針と合致しているか シづ（ョ利くンり用と者したの管声理に運耳営をか。たむけた公園

指定管理者としての意欲や勲章、責任が感じられるか

或壁話掛器ト了叩を

社て醍会慮的覇者への田慮等、利用者の公平、公正な利用につい 300 213 
しているか

び施基設準運は営確の立成さ果れ目て標いがる適か切に設定され．自己評価の体制及

企リー業ン（国購体入）や倫省理エ．ネコ等ンブ環ラ境イ負ア荷ン軽ス減（法に令関順す守る）取、組環境）へ管の理対（応グ

I；！適切か
2 

た害コ施Pカや運、困CシシノD堂ノラカAナにネマや基ガコネイキづ繕ジノくクγ加メよインシにりムなト対良サシどすいにイの環るクよ獣対境ルる害策にの森、の基撞林捨実被づ供てい。ネ
三重県民の森の適切な維持管理

管が塑な基され準てをい満るたかしたうえで、維持管理レベルを向上させる工夫

施設の維持管理に係る効率的で安定的な取締が提案されて 事務局と蒜林公園管壊事務所をカメ

｜いるか

長期的な視点に基づいた管理方法であるか

生物多様性白確保を田虚した管理方法であるか

利用者の安全確保事故防止策は具体的で効果的なものか 750 558 

危険が箇なさ所れ・損て傷い箇る所E不昆冒所の発見やその措置は適切な瞳
案な るか

な緊さ急れ時て事い故るか発生時における危機管理対策は適切な提案が

緊てい急る事か態を懇宣した研修や自II練等の対策は、適切に提案され の聖備．

個育人、研情修報方保法護はに適配切慮なす提る案体が制ながさとれらてれいてるいかるか、職員への教

情育報．研公修闘方を法積は極適的切にな行提う体案制ががなさとれられてていいるるかか．職員への教

3 
用「と県い者民ラの認の獲知森得ににEよ行るけ、ばリ、ピ何かタやっやて新い規る利J 三重県民の奈の効用の最大観発揮と県民サピスの向上

！年聞を通じ、適切な時期にイベントが計画されているか
I利開森眉Sゆ閉E然則称しB体毎セた験ラ週イピ型末ベイ及ンやベHびヨンこ夏ガよト休等るのみ新、実新期規施し間来】い中園魅実者力施のを

独創的な内容のイベントが提案されているか

さ自れ然て環い律る学か習のための飾設として、効果的な活用方法が提案

通応普救。通急障救害命保講駿習の畳ま手講間者加に入よ、る及救び急、対普

森提林案公がな園さとれしてて、い施る設かの植生等を生かした将来的な利活用の 【施成果設利毘様用】者数毎年度 12万人 きるB

ー満施足設度利用者の満足度目白拍

「三重の森林づ〈り条剖』の基本理念と合致しているか 自然体験型イベント参加者満足度
92% 

自紫環境について十分な知識を有しているか

1 350 1,011 

三重県E誌の森の利用者数を増加させる方策が撞案されてい
るか

利用者、参加者の満昆度向上のための方策が提案されてい
るか
ト一一一一一一一

三重県民の森提で案行されわてれいるるイかベント等の情報について、適切な
発信方法が

一 モリメ市イ民ト団、学体校とのボ協ラン働テ及ィびア連、企携業の、強N 
施設のに提効案用さをれ高てめいるため、他の機関や田体等との連犠が具 PO、
体的 るか 化．

る県握民案のが森私のさ管れ理て及いびる軍か吉について、地域住民等が参加でき

Q利Rコ用ー者ドか等らのの環意境見整を備寄．せるための

利映な用ど者、のサ意ー見ビ守ス要向望上・普の惜たのめ犯の握積及極び的そなの姿後勢のが管見理られ運る宮かの亙

施よう設なの独機自能のを提十案分がにな活さ用れして、利用者サービス向上につながる
いるか
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主な提案内容
特記事項ト等（審）査コメン審査基準 県が求めた水準 配点

特定非営利活動成人三重県自然資境保全センター

4 指総定額管1理2料0,の上限

主総義識議EでZ恭平~＂＇；：； 
曹理に係る軽費の効率性 102千円

収入支出の積算と提案事業内容との整合性が固られている 平成28年年年度度度度度 23. 670千円
か 平成成成成29 24, 108千円

平 30 24, 108千円 300 200 

提案された事業が十分実施できる収支計画となっているか 平 31年 24, 108千円
平 32年 24, 108千円

実効曜がありかつ創意工夫のある経費の効率化方策が提案
されているか

5 

連案の管閉絡副肉理所等の責運時のた住営間め者たの内め1を総名は重職合、の任員県調責す1民整名任るの及者以こ蒜びと上及利。県をび用管と1者の名理へ連以事の携上

運営母体の経営状態

管理に必要な人員及び財政的基礎
基が安め盤良定に、確好的母保とな体は運がの言営必財いを要政縫行で的いうあたな。

組織体制及び責任体制が効率的かっ適切なものとなっている
か 務所肉に配置すること。 るB

ー自然に腐する知識を有する者を2名 ’今後の人員の確保に
以上雇用し、月に16日以上配置する ついて、具体的な説明

人員E置及び勤務体制が適切なものとなっているか

営こ・（施酷実と及設施火，び体管菅安理理制全に者を管保必等理持要）をにしな配必、資職置要格す員なをるの研有こ育修すと成をる．実、者運施

300 185 がなかったq

人材育成方針、研修体制が効果的かっ適切なものとなってい
るか

すること巴

施設を継続的安定的に運営できる能力があるか

総合審査結果 3000 2167 

第1順位となった団体の名称等

ニ重県桑名市大字星111853 3 

団体の名称等 特定非営利活動法人三重県自然環境保全セン告ー
理事長森豊

選定委員会の講評

こ三時管加醐と重理叫県問副間盟宮描間議で問指臨問協即定睦人者比諸蜘同発て者信の選国刷副三定州主ま輔委間酎問た員崎師一民2間開時聞足度開立雄さの四一れ瞳J果Mτで問鵬あ坦る，同刊で問一き措トる時抑の岡U師る信ど項を叫る具と体総罰問合的則二問羽た臥め、る

－職員の創な森意林工の夫により速やかに老朽化した施設を補修することで、経費回縮減が期待できる。
－長期的 姿を見据えた適切な森林管理が期待できる。



（議案補充説明）

三重県上野森林公園の指定管理者の指定議案について

1 議案

議案第 19 6号「三重県上野森林公園の指定管理者の指定についてJ

2 指定管理者の指定

農林水産部が所管している公の施設「三重県上野森林公園Jについて、

平成28年4月1日から指定管理者による管理を行わせるため、三重県上

野森林公園条例（平成 10年三重県条例第4号）第6条第2項の規定に基

づき指定管理者の指定についての議決を得ようとするものです。

3 対象施設

( 1 ）施設名称三重県上野森林公園

(2）設置場所三重県伊賀市下友生松ケ谷1番地

4 指定管理候補者の名称等

所在地 三重県桑名市大字星川 85 3 3 

名称 特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

代表者 理事長森豊

5 指定の期間

平成 28年4月1日から平成33年3月31日まで

6 指定管理候補者の審査・選定の経緯

( 1 ）指定管理者の応募状況

指定管理者の募集を平成27年 10月9日から平成27年 10月16 

日まで行った結果、次の3団体から応募申請がありました。

－伊賀森林組合（三重県ゆめが丘七丁目 7番地の 1) 

－特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

（三重県桑名市大字星川 853-3)

• NPO 森と木（三重県伊賀市緑ケ丘西町2562-8-204)

( 2）指定管理候補者の審査選定の経過

指定管理候補者の選定経過の透明性を高め、公正な手続きを確保する

ため、外部有識者等による三重県民の森及び三重県上野森林公園指定管

理者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）を設置し、経費だけで

はなく、サーヒゃス提供の水準なども含めて総合的な審査を行いました。
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ア 選定委員会構成員

委員長石川知明 （三重大学教授）

委員赤木邦男 （弁護士）

委員岩田広子 （公認会計士）

委 員 小 林 ゆ か り （側百五経済研究所）

委員下村和恵 （四日市自然保護推進委員会）

委員保黒時男 （公募委員）

イ 審査の経過

平成27年8月 11日 第1回選定委員会（審査基準及び配点の策定）

平成27年 10月 28日 第2回選定委員会（第2次審査（ヒアリング

審査））

平成27年 11月5日 第3回選定委員会（第2次審査（ヒアリング

審査）、及び、総合判定）

※応募団体数が3団体以内で、あったため、第1次審査（書類審査）を実施

せず、全ての申請団体に対して第2次審査（ヒアリング審査）を実施し

ました。

ウ 提案内容及び審査の概要等

申請団体が提案した主な内容とそれを審査した基準や配点、県が求め

た水準などについては、別紙「提案内容及び審査の概要」のとおりです。

エ審査結果（評価点数（ 3 0 0 0点満点））

第 1順位特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

（評価点 2 0 8 5点）

第2順位伊賀森林組合

第3順位 NPO森と木

オ指定管理候補者の選定

（評価点 2070点）

（評価点 1 4 9 9点）

選定委員会の意見を踏まえ、下記の団体を指定管理候補者として選

定しました。

所在地 三重県桑名市大字星川 853-3

名称 特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター

代表者 理事長森豊

カ選定した理由

選定委員会の審査結果を踏まえ、「特定非営利活動法人三重県自然環

境保全センターJは、

. f也の施設において指定管理者として管理を適切に行っている実績があり、

管理、運営に関する責任体制、実施方策が確立されており、十分に三重県

上野森林公園の管理、運営が可能であると見込まれること

・施設の維持管理について、直営化の検討を進めることにより、経費の縮

減が期待されること

などの評価があり、総合的に判断して指定管理候補者に選定しました。



7 期待される効果

今回、選定した指定管理候補者が管理業務を実施することにより、次

のような効果を見込んでいます。

( 1）県民サービスの向上

指定管理候補者は、これまでに自然環境を最大限に生かしたイベント

等により利用者数を増加させるなど、運営にかかる豊富な知識や経験を

有するとともに、新たな発想で、情報の発信や利用者の意見等の把握、

管理運営への反映などを具体的に提案していることから、施設利用者数

の増加や満足度の向上が期待できます。

( 2 ）経費の縮減及び満足度の向上

県は、指定管理者制度の継続により、引き続き民間事業者の有するノ

ウハウを活用して経費の縮減を図ることができます。

指定管理候補者は、業務委託を極力少なくし、直営化又はイベント等

を通じてボ、ランティアの参加を募る等の対応を計画していることから、

経費の縮減とともに利用者の信頼向上が期待できます。

8 協定書で定める主な項目

指定管理者の指定の議決を受けた後、県と指定管理者との間において、

指定期間を通じての基本的な事項を定める「基本協定j と、年度毎の事業

実施に係る事項を定める「年度協定Jを締結することとしています。

指定管理者と締結する基本協定書のなかで定める主な項目は、次のとお

りです。

( 1）県施策への配慮

三重県が推進する、人権尊重社会の実現、男女共同参画社会の実現、

持続可能な循環型社会の創造に向けた自然との共生の確保、環境保全活

動の推進、資源循環型社会の構築、ユニバーサルデザ、インのまちづくり、

障がい者就労施設等からの優先的な調達、次世代育成支援、地震防災対

策等の施策に配慮した管理運営を行うよう、指定管理者に求めます。

( 2）情報公開及び個人情報保護

「三重県情報公開条例」の趣旨にのっとり、管理業務にかかる情報の

公開に関する規定を整備し、管理業務を開始する日から情報の公開を実

施するよう、指定管理者に求めます。

また、管理業務を実施するにあたり、個人の権利利益を侵害すること

のないよう、個人情報を適切に取り扱うよう、指定管理者に求めます。

( 3）第三者による実施

指定管理者が、業務の一部を第三者に委託し文は請け負わせる場合に

は、事前に県の承認を受けることを義務づけるとともに、責任の所在、

費用負担についてあらかじめ定めます。
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( 4）施設利用者の意見等の反映

施設で提供するサービスについて、アンケート等により施設利用者の

意見等を把握し、その後の管理運営へ反映するよう指定管理者に求めま

す。

( 5 ）緊急事態発生時の対応

指定管理期間中、管理業務の実施に関連して事故や災害の緊急事態が

発生した場合は、すみやかに適切な応急処置を行うとともに、県その他

関係者に対して通知し、必要な措置について協議を行うよう、指定管理

者に求めます。

( 6）リスク分担

管理運営業務に支樟を生じさせるおそれのある事項についての分担を

あらかじめ定めます。

設置基準の変更など法改正等に伴う管理物件の整備や経年劣化による

大規模な施設の修繕等については、県がリスクを分担するものとし、指

定者の責めに帰すべき事由による施設の損傷等については、指定管理者

が分担するものとします。

( 7）業務計画書の提出

指定管理者から毎事業年度提出される業務計画書については、基本方

針、事業計画概要、組織体制及び人員配置計爾、収支計画等の記載を求

めます。

( 8）業務報告書の提出

指定管理者から毎月の利用者数の報告と、年2回（ 1 2月及び3月）

のイベント実施状況及びアンケート結果の報告を求めます。

( 9）事業報告書の提出

指定管理者から毎事業年度終了後に提出される事業報告書については、

管理業務の実施状況、管理業務に関する経費の収支状況、成果目標とそ

の実績、管理業務に関する自己評価等の記載を求めます。

(10）実施状況の調査、指示等

管理業務の実施状況等の確認と評価を行うため、随時、当該施設に立

ち入札説明を求めることができるものとします。この調査の結果、サ

ービスや施設の維持管理が基準を満たしていない場合には、指定管理者

に対して必要な指示又は改善勧告を行うこととします。

9 今後の取組予定

指定管理者の指定の議決を受けた後は、次のスケジュールにより具体的

な手続きを進めます。

平成27年 12月

平成28年 1月

平成28年 4月

指定管理者の指定

協定書の締結

指定管理者による施設管理の開始
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提案内容及び審査の概要

審査基準 県が求めた水準 配点 主な提案内容 特記事項（審査コメント等）

I轄耕－：：：一詰；；；蔀釜襟目醐慧陸委宅棚のi酔i喜方針重苦境立与すU

県民の平等な利用の確保 明’施確設なの管設理置運臣吉的のを方理向解性しがた示うえさでれ、

ている白
205 

曹本理運堂の基本方針が県の基
方針と合致しているか

指定、重管住理が者畠とじしらてれの章欲や熱

与鵠…一野2詰5安t心器z岨t叫~·；師恕2醐団；記抽i平罷均出る寄一佐会金にす」るに

り他、こ施れ設らでをの活実か績そう成と果いがう意顕著欲でがあ高
意 るか

L、回

203 

社会的弱者への配慮等、利用 ること． 300 

者自公平、公正な利用について
配慮しているか

施設設定運さlまれ宮確、の立自成さ己れ果評て目価い標のるが体か適制切及にび

同i器ん縦日禁模1詩訴警ス拘ゑよの品ー5明~：：·品f阻諮T姐自問閥雌肱

基準

企ス軽適リー業（減切法ンかに（令団購関順体入す守）やる倫）省取、理環エ組、ネ揖コ）へ等ン管ブ由環理ラ対墳（イゲ応負アは荷ン

158 

2 
三重県上野森林公園田適切な
維持管理

I菅菅理理基レベ準ルをを満向た上したさせうえるで工、夫維が持
なされているか

513 

施設の的維な持取管組理がに提係案る劫率的
で安定 されてい て3
るか 確保利す用る者eの安全を常に

目今まで培ってきたノウハウや、それ

輔目（緊危、急危機時描管の菅理対理体応マ制ニのュ聾アル
を踏まえての提案が少ない。

主長主期的な視点に基づいた管理
であるか

の轄措作の管緊成定理急期マ時ニ的をュな想ア実定ル施し白た、危点部

i生理物方法多樟であ性るのか確樺を配慮した管 く経・世、堂こ楽圧のに迫こ比とをべが生斬サむ新ー可なビ能取ス性組やが置内あ容のるが低。下多、

利は用具者体田的安で抽全果確的保な・事も故の防か止草

750 
528 

危の獲険発が見な瞳さ所やれそ・損ての傷い措箇る置か所は不良箇所I 適切な彊

務行県管・・情仕情理、い報様惇適報業公書守切公務開に点な開、基に溝樟状条つづ捕業：態きい管務に由、て理等樺植連三業をつ物守重

樺緊急菅時穂対・事軍故は発適生切時なに提お案けがるな危さ

れているか
」と。

緊急事封態を想定したに研提修案やされ訓て練

m品時認すuよ瀧わ2潟ってrへdきのL厚t主蜘~；：占：昔；~、i叩L毛品主苦主i等の量は、適切
いるか

個人情報保護を積極的に行う体
制がとられているか、職員への
教なさ育れ．研修方法I立適切な提案が 404 

うなてまマ恐サいいナれるでーーが．、ビの利あス良用るのい者。提県来に供民園対にへ者し配てのの慮公公基さ平平準れを、がた損平いあ等な。い

ているか

情報公開を、1まる積適か極切．的職なに提員行案へうがの体な教制さ育がれ． とられてし
研修方法適な提
ているか
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審査基準 県が求拍た水準 配点 主主提案内容 特記事項（審査コメント等）

3最三重大限県発上揮野と轟県林民公サ園ーのビ効ス用の田向 －潤い合わせ等があった ［伊賀2匝森の林開組曜合ぺl －聞曜イベントについて、年間均な聞も催の
場合には、丁寧な応対と 胃月 スを基本としつつも．利用者集中時（夏休み等） 盤、向喜等、新規的、独創的

上
適切な案内を行うこと。 に重点的にイベントを開催 に乏しい。楽園者の確県、満足庄の
－白酷体験型イベントの ・森っこくらぶのようなの会理員境募へ集の苦関行心いを、1シリーズ化したイベントの聞 向上のためにもいっそうの工夫に聾

年ント聞がを計通画じさ、適切な時期にイベ
年24回（原則月2呂）を 催を通じ、子供たち 高める。 めてほしい。
実施すること 目希少生物の生息状況やその背景にある森林環墳の説明を中心と これまでの指定管理者としての聾

れているか
－三重県が示す方法によ した観事会苦行い、「生物多様性の県圭J由実態に関する情報共有

績や地か域ら、のリ諸ピ間体タので関あ需るを地重域祖住し民、積
り制限者数を適切に把 を行う。
握し．意見箱等の設童、 E俳句や短歌といった大人向け由自轄とのふれあい教室として研修

独さ創的な向容のイベントが提案 ア者ン意ケ見をト把等握にしよ記り揖利す用

著最説…盛書，：：議t尋一≪t江議f主主群dιf一T論日L雫や昔ヶ調話一フル言，問ぱ組亀開田… 事館号し車to 

れているか 923 
ること。
’ホームページによる情

自、器動環果墳的学な習活の用た方め法の1施設とし

報提供などを行い．利用
健進に膏めること。（開

て が提案さ 聞週1由晴報発信するこ
れているか と。）

回事業報告、業藷報告を 提供。 れる．

森林公園として来．的施な設利の活植用生の等提
仕楕書に提い行うこと。

を軍生がかなした将

【’・成施満施毎畢設E設年利度目度利標用用7者】者数の3万満人足度

されているか

I三重Eとの合轟型林しづていくりペ条倒」の基本
【三重県自然環境樺全センター］ 町イベント由開催及び華客について、

のトE‘・原落「と上リちし則ピ野て葉毎ー森実か週タ林施ーき末公しにや及、園よ新び里にる規亘山ピ行利休づけ用みくトばり者ル期の、のベ間何増聾ッ中かやド得実やづリに施ラっく繋てりク等ゼいげ、ーるる公」．シと匿ョいン管うの理認埠の知とをし部広てをめもイ手、多く

他所での実績もあり十分な効果が期
理意ロ るか 80同

待た機・開めで能催きののイる森尭ベ．林揮ンののトに適たつ正めいなのて菅森、理林木、菅材多理生面等産的、の

自罷体験型イベント参
力。

ペン者茄足度
自黙環壇について十分な知識を 92% 利用。

有しているか
施・森専し林門、新セ性ラしのピい高ー来いや園プヨ者ロガ層ゲ等ラの、ム開森の拓林実をの施行新！うこし1い魅力を利用したイベントを実

よ層つ利り積の用専極工者門的夫の的なに事な情聾l檀肉報め容性発てにに信ほつ配しにな躍いつがし。いたるてよ多のう桔提か
高積 聞ので実き施るに仕よ組りみ．指と導す者る育固成を行うととも

に、軽瞳をむ唱として制
三重県上野轟林公園の利用者 1,350 禁・老止朽措化置し等たを施行設いに句ついては利用者の安全を量橿先とし、立ち入り

業がSがるNこあSとのりが、活県期用民待はので若幅きいる広人．いや利親用弓につな散を増加させる方輩が提案され 、必要に応じて修繕を行う固 984 
ているか ，ホームページ、 Faceb口出、メールマガジンにより各瞳イベント情報 活 子連れ
L-

別に地なは元取非住締常民がにや有あ地る拍元とともの患っ諸わと国れ良体るいへロ． の特
利用め者の、参方加寵者がの提満案足さ度れ向上

回た王発、重民信県害を民時行のにう森。はと利由用連可携能．な三オ重ー県プ博ン物ス語ベ協会への加盟を行う。ま
ースとして地域における連

のた ている

携の利を環用積墳者極のが的聾章に晴毘進を．め行要る弘望。を闘向どこからでも寄せられるようQRコード等か

三切るイ重なベ尭県ン憧上ト方野等法轟由が林情撞公報草園にさでつれ行いてわていれ、適る

ヵ、

j施量の効用を高めるため．他の [NPO森と木】 白黒体験型イベントの内容、実施
機関や団体等との連携が具体 ’年24回以上の拙イベント数の中で、自龍｛本瞳型が8割以上となる

体等制が具．侵体害的聾に度記向述上さのれたてめおのらず手、法目的に提案されているか ように実施する固

」一一一一 回世揮主管し環たの枯木は地域の人に有憧で薪等として利用してもらい、森林 標値達成の可能性の判断が酉難で

三び参運重加吉で県きに上るつ野管い轟理て林が、公地提園埴案の生さ管れ民理等て及いが

保会環ための費用とする． ある。
’商業化は行わず、民間ならではのサピスで地道な利用者増大を イベント回数を吉めて、特色のある

イベントの再構謹を望む。

るか

i謹映積＂＇Iな極問及ど者的び．そなのサ韮の意後勢見ピがの・ス要見管向望理ら上Eれ運苦のる富情たかののめ反把の

662 

施う用な者置独サの自樺ーの能ビ提スを案向十が上分なににさつ活れな用てがしいる、る利よ

治、

4 

管理に係る経費の効率性
指定管理料の上捜

提【伊来賀の森経林費組簡合減］を踏まえ．次のことを主軸に効果を計る。 下・霊げ託る費たのめ割の合工が夫高をいしてのもでら、そこを
総額 Uセ
137, 314千円 189 し、。

トー一
外植行部物事専参管理加門章、者清者、掃モへリ業のメ藷桂イにト数へ関年のす契案る約ボ内ラ通ン知テ等ィのアとの協働

平成28年度 電子蝶体利用
27, 062干円

平成29年度
27, 563千円 【三重県自り然、環自壇主県全センター］

平成30年度 ’可能な陸 主事業収入が得られるよう取り組み、限られた指定
27, 563干円 管理科で最大の効果を尭揮できるようにする包

193 平成31年度 300 
ど・再ネ．ー呈桂ミ託置ン業のゲ務効ラの率イ縮セ化ン揖にスに取のより導組り、入む経や。費ふのる抽さ率と納化税在進める。ヤ提案され計た画事とな業っがて十L分実施でき 27, 563千円 を活用した貴金調達な

る収宣言十 、るか 平成32年度
27干 563千円

[NPO轟と木］

実る経劫費性のが効あ率りか化っ方創置意が工提夫草のされあ
助成金等で補足とともに、相年度は助金成融金公に庫より等購をう利。用する固民撒
きはNPO独自の活動であるため、

140 
花木管理の 部は職員が行い、花壇への植載はモリメイトや園芸

ているか 暗法の唱として利用してもらう。
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審査基準 県が求めた水準 配点 主な提案内容 特記事項（審査コメント等）

5 
管理に必要な人員及び財政的

E範繁ー田務韓町総欄一…関印私器叩帽：臨：を枇叫時町を山岨田マ
しで計回・選菅てき画理嵩おるに母実り固よ、体績る安制に呈定基組軟し織づなたく的封官適，応理財切が・政な運期人的嵩待員にがで配安期き定置待

基礎

｜組輯体つ適制切及なびも責の任と体な制っがて効い率

240 

l的か る る。

か

I人員配置及び勤務体制が適切 する者を2名以上雇用 器や【制諸シス祖テEι主国~：主告ツヤ？てー訴？ア柏灘f訟よる駅柑高1山ーイ崎2格ペ闘町Jト鳩員ふ醐間担ー当げE及：~？。蜘叫9ー盤金 さを理目過れ計運去な上吉二いし費期こてがとにい運をわる確営。た上母認りす野体運る森白嘗必林赤母要字公体が閣にがあ補の赤填管字本ものとなっているか し、月に16日以上配置
すること．

お寺諸金実】青肱町君山す；：~るZこ翠とC晶動る込諮開と 書: 

300 177 るB

人材育つ成適方切針な、研も修体制が劫
な目安基定盤的のな確運罷営にをつ行いうてた具め体の的酎に政示的

果的か のとなってい •NPO法人を対象した題行による融貰を活用し、財政的基盤を安定 されたい。
る治、 化させる。

朝3瞳【N晒町唱旦と1晴す慢時る同者氏話金｝輔判怨の昔叫融2諒畏耕諮聞臨輔fτk抽時l局出胤目編し徹自築学習街

り・組、安瞳定体的制財な管政理的な運基曹盤がが懸臨念請さでれあ

る。
施きる設能を力継が続あ的る・安か定的に運吉で 職員入れ昔 135 ウ・轟ハ林ウ公や聞知を識管は理乏運し営いすよるうだけのノ

に感じら
カながら財政 れるB

伊賀森林組合 2,070 

総合審査結果 3,000 三重県自然環境保全センター 2,085 

NPO森と木 1.499 

第1順位となった団体の名称等

ニ重県桑名市大字皇Jll853-3
団体の名称等 特定非営利活動法人三重県自然環境保全セン聖一

理事長森豊

－他の施設において、指定管理者と施し方て策管が理Eを適切に行っている実績がある。
・管理運営に関する責任体制、実 確立されており評価できるロ

選定委員会の講評
・新たな発想で、情報の発信や利用者の意見等の把握、管理運営への反映などを具体的に考えていることから、施設利用者
数の増加または満足度の向上が期待できる。
－森林寝境教育の場としての、三更県上野森林公園の十分な機能発揮が期待できる。
・長期的な森林の姿を見据えた適切な森林管理が期待できる。

13 



(1）『『みえ県民カビジョン・第二次行動計薗〈仮称）（中間案）』Iこ対する意見』への回答

環境生活農林水産常任委員品

施策番号 施策名 主担当部局 委員会意見 回答

野生鳥獣による被害は多様化
野生獣へによのる侵自入動な車ど等のと生の活衝被突害事が故発し、交通事故等の生活被害の率も
や家屋

高くなっている。獣害対策の推進
生していることから、広〈関係機関と

獣害対策の推進 農林水産部
が「暮らしの安全をする」施策と

情報共有、連携強化を図仏生活被147 
して位置付けられていることを捉

害の軽減にもつなげていきたいと考え
えれば、生活者視点からの、安心

ており、こうした取組を記述していきま
して暮らせることに対する現状と

す。
課題も記載いただきたいD

啓発や環境教育が取組方向に記
載されているが、具体的実践に係
る記述が弱い。温室効果ガス排出

地球温暖化対策
に大きな割合を占める企業の地球

151 環境生活部 温暖化対策実践例としてはM E 
の推進

M Sの認証等が挙げられるが、 1苦
動指標でなくてもよいので、 「取
組方向j などに記述を加えてもら
いたい。

男女が対等な立場であらゆる分
野に参碩でき、女性が活躍できる
場づくりを推進していくことがば施、
策の主旨であることを捉えれ
施策名の表記には男女共同参画の
文言を用いることがより適切であ
り、施策名は「男女共同参画の社
会っくり」としていただきたい。

212 地域の活力を高め
環境生活部

る女性活躍の推進
女性の活躍が求められる場所が

企業だけでなく、地域や家れ庭ばなど
多岐にわたることを捉え 、根
本となる県民指標は、県民の男女
共同参画に対する意識が高まった
かどうかとするのがより適切であ
り、県民指標は「社会全体におい
て男女が平等になっていると思う
人の割合」としていただきたいD
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( 3 ）三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画（最終案）

について

「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例（平成 22年 12月制定・施

行）」に基づく基本計画について、本年度中の見直しに向けた作業を進めています。

これまで、基本計調懇話会や本委員会を中心に基本計画案に関する議論をいただくと

ともに、パブリックコメント、県民や市町、農業関係団体との意見交換会を実施し、い

ただいた意見をふまえて基本計爾（最終案）を取りまとめました。

1 見直しに向けた取組状況

前回の本委員会でご議論いただいた基本計画（中部案）について、平成27年10 

月20日から 11月19日までパフ、リックコメントを実施し、 45件の意見をいただ

くとともに、平成27年10月～ 11月の問に、県民や市町の農政担当者、農業関係

団体との意見交換（ 1 6回、 33 5名参加）を実施し、 12 8件の意見をいただきま

した。

また、農業者、食品関連事業者、有識者等13名で構成する第3回基本計画懇話会

を平成27年 11月27日に開催し、基本計画（最終案）についてご議論いただきま

した。

懇話会、パブリックコメント、意見交換会等でいただいた主な意見は次のとおりで

す。

（主な意見）

① T pp  （環太平洋パートナーシップ協定）の影響が懸念されるため、計画に位置

付けてほしい

②兼業農家や小規模農家が地域農業を支えているという観点から、農業を継続して

いく取組も計画に位置付けてほしい

③次の世代の若手が農業をめざせるような施策を講じてほしい

④若者の農村への関心が高まる中、県において、農業や農村を若者に知ってもらう

機会を創出してほしい

⑤農村における集落機能の維持に向け、関係機関と行政が一緒になって行動できる

体制が必要

2 新たな基本計画の最終案について

県民の皆さんからいただいた意見に基づき記述を一部修正するとともに、目標数値を

定め、最終案（別冊2、別添1-1、別添1 2）としてとりまとめました。

（主な修正箇所）

①T pp  （環太平洋ノfートナーシップ協定）に関する記述を追加しました。

15 



②持続的な営農体制の構築に向けた取組として、多面的機能支払との連携や集落リー

ダーの養成等に関する記述を追加しました。

③農業経営体の確保・育成を図る取組として、農業ビジネス人材の育成や地域内外か

ら幅広い人材を呼び、込む取組について記述を追加しました。

④農業就労体験の実施等により、農村への移住を促進する取組に関する記述を追加し

ました。

⑤地域の特性を生かした活性化を図る取組について、今後の支援体制に関する記述を

迫力日しました。

3 今後の対応

「みえ県民カビジョン・第二次行動計画（仮称）」と合わせた検討を進め、平成28 

年定例会2月定例月会議で基本計画を議案として提出するとともに、！司定例会の本委員

会で基本計画の具体的な取組展開（平成28～3 1年度）を示した行動計画（案）をお

示ししたいと考えています。

－平成 28年2月 議案提出

・平成28年3月 策定

16 



(4）三重県農業版Bc p （仮称）（中間案）について

県では、南海トラフ地震に伴う津波被害からの農地および農業用施設の復旧や営農再

開に向けた考え方を示すため、「三重県農業版Bc p （仮称）Jを県内市町、 JAグ、ルー

プ、土地改良団体等の参両や学識者の協力をいただき、策定に取り組んでいます。

1 .策定に向けた取総状況

津波被害からの農業の復旧・復興に関する事例研究や意見交換をもとに、復旧・復興

に向けた手順や技術などを整理するワークショップ（ 9月 16日）および土地改良関係

作業部会（ 1 0月 15日、 12月2日）、営農関係作業部会（ 1 0月 15日、 12月2

日）を開催しました。

また、東日本大震災における実際の対応およびその課題に関する聞き取り等を行うた

め、 10月27日から 28日にかけて、宮城県及び名取市、岩沼市、亘理町への現地調

査を行いました。

こうした取組を通じて

( 1 ）津波による農地および農業用施設の浸水予測

( 2）被災から農地および農業用施設の復旧までの手順

( 3）作物等への応急対策と営農再開までの手順

について検討を行い、今回、中間案をとりまとめました。

2. 今後の対応

今後、中間案をもとに県内 1地区（伊勢市沿岸部）をモデ、／レ地区とし、「三重県農業

版Bc p （仮称）」の内容について検証を行い、最終案に向けた検討を行うこととして

います。

さらに、県内各地における説明会の開催などを通じて、市町や農業団体等からの意見

をいただき、今年度末までに策定することとしています。

＜スケジュール＞

平成 28年 1月から 2月 モデ、／レ地区（伊勢市沿岸部を予定）における検証

県内各地における説明会、意見交換会等の開催

ワークショップでの最終案の検討

3月 環境生活農林水産常任委員会で最終案を説明

農業版Bc P策定
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(5)TPP （環太平洋パートナーシップ協定）について

1. T P Pの合意内容、影響、政策大綱の概要

( 1) T P Pの合意内容および影響について（県内の主要な品目を抜粋）

TP  P （環太平洋ノfートナーシップ協定）については、平成27年 10月5日に基本合

意に至りました。農林水産物の市場アクセス分野における合意内容の全体像が 10月初

日に示されるとともに、農林水産省による定性的な影響分析が 10月29日に示されまし

た。（別冊4 1～Sp参照）

( 2）国の政策大綱の概要

TP  Pの基本合意を受けた国の対応策を示した「総合的なTp P関連政策大綱Jが

11月 25日に「Tp P総合対策本部」で決定されました。

農林水産業については、分野別施策展開において、①「攻めの農林水産業への転換（体

質強化対策）」と、②「経営安定・安定供給のための備え（主要5品目濁連）Jの2つを

柱に「農政新時代j を創造していくこととされています。（別冊4 9～25 p参照）

2 対応状況

( 1 ）県農林水産部Tp P連絡調整会議の設置

農林水産部では、 Tp Pの大筋合意に伴い影響を受ける農業分野に関して、県内農業

への影響把握や、 Tp P関連対策の的確な推進を図るため、 10月 20日にTp P連絡調

整会議を設置し、これまでに3回の会議を開催しています。

会議には、県関係、各課のほか、東海農政局三重支局及びJA三重中央会にも出席をい

ただき、合意内容、影響分析、政策大綱など国の対策検討状況の共有や、県内の影響に

関する情報交換などを行っています。

( 2）国への提言

TP  P関連として、次の事項について、 11月 17日に国への提言・提案を行いました。

①早期に、合意内容を踏まえた農業に及ぼす具体的な影響について、情報提供を行う

こと。

②米や小麦、牛肉、豚肉をはじめ影響を受ける品目に対する緩和対策と、農業基盤整

備も含めた実効性のある体質強化対策を、地域特性を踏まえ、国の責任において講

じること。

③加工食品や調理品等に係る食材の原料原産地表示制度の強化を図ること。

3 今後の対応

国の「総合的なTp P関連政策大綱」に基づく対策の検討状況や県内農業への影響な

ど、について、引き続き情報収集に努めるとともに、国の対策などを活用して、 Tp Pへ

の円滑な対応を図っていきます。
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( 6）三重県水源地域の保全に関する条例に基づく水源地域等の

指定について

平成 27年 7月に施行した三重県水源地域の保全に関する条例に基づき、来年
1月 1日から実施する事前届出制度の対象となる、水源地域及び特定水源地域を
下記のとおり指定しました。

1 水源地域の指定について
( 1 ）水源地域の概要

「水源地域及び特定水源地域の指定に関する基本的な指針（以下、基本指
針という）」に基づき、林野庁が定める森林の機能別調査実施要領により水
源かん養機能が高いとされた森林、及び市町から追加の意見があった森林を
次のとおり水源地域に指定しました。（平成 27年 11月 13日告示）
O民有林全体 3 4 s, 9 2 2 ha 

0水源地域 2 8 5, 4 7 5 ha （民有林の 81.8%)

( 2 ）水源地域の指定に関する市町との調整
条例第 11条第 4項に基づき、水源地域の指定にあたって市町と調整を行

い、水源地域に追加の意見があった市町については全て反映しました。
（水源地域へ追加する理由）
・水道の水源地であり特定水源地域に提案する地域であるため
・水道水源保護条例に基づく、水道水源保護地域であるため 等

2 特定水源地域の指定について
基本指針に基づき、市町から提案があったものについて協議したうえで、

次のとおり特定水源地域に指定しました。（平成 27年 11月 13日告示）
0特定水源地域 5 o. 3 7 6 ha （水源地域の 17目 6%)

※市町ごとの面積については次頁参照

3 条例の周知について
県政だより、テレビ、ラジオ等による周知を行っているほか、森林所有者に

対しては森林組合を通じたチラシの発送や広報誌による周知のほか、様々な機
会を捉え説明を行っています。

加えて、土地取引等に関係する団体（司法書士会、行政書士会、宅地建物取
引業協会、土地家屋調査士会）と連携し、会員へのチラシ・ポスターの配布や
会員向けの研修会等の場で、周知を図っています。

また、ホームページにおいて届出が必要となる水源地域のエリアの周知を行
うほか、インターネットが利用できない方にも周知を行えるよう、リーフレツ
トを作成し、市町や森林組合、土地取引の関係団体等の窓口に備えおきます。

4 今後の対応
平成 28年 1月 1日から開始する、水源地域内の土地取151の事前届出制度の

円滑な施行に向けてのキックオフイベントとして、平成 28年 1月 9日（土）
に国土交通省と共催で「国土政策フォーラム」を開催します。

また、引き続き広く県民の皆様に対しでも、広聴広報課や市町と連携し、条
例の周知に努めてまいります。
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水源地域及び特定水源地域市町別一覧
単位（ha)

水恵地続 特定水源地域

市町別集計 民有林
県から 市町と

民有林
特定水源 水源地域に

提案 調整後
増減 に占める 増減理由

地域 占める割合
割合

津市 40, 822 37, 970 37,884 A 86 92.8弘森林簿の精査による修正 14,140 34.6世

四日市市 2, 557 3 3 

伊勢市 10, 970 3, 4Rl 4 559 1, 078 4L 6弘矢持町の追加 96 0. 9出

松阪市 41, 300 38,864 38,862 企 2 94.1同森林簿の精査による修正 9,265 22. 4唱

桑名市 2, 934 493 1.170 677 39.9出多度町古野の追加 470 16. 0出

鈴鹿市 3, 408 1, 659 2.171 512 63. 7出東圧内町、山本町の追加 136 4.0弘

名張市 6, 872 5,213 5,250 37 76 4出葛尾の追加 3.447 51. 2弘

尾鷲市 14, 934 13,947 14.505 558 97. 1百須賀利町、早田町の追加 583 3. 9弘

亀山市 11, 694 8, 179 8,179 69 9出 152 L3弘

鳥羽市 7, 484 2,929 2.929 39. 1% 

熊野市 29, 633 28,583 29,130 547 98 3出甫母町、遊木町の追加 2.517 8. 5弘

いなベ市 11, 740 9, 560 9.442 企 117 80. 4出森林簿の精査による修正

志摩市 9, 110 856 856 9. 4% 773 8. 5出

伊賀市 32, 652 23,029 24.246 1, 217 74. 3百摺見、高山、 ッ家の追加 8 792 26.9目

東員町 177 

菰野町 5, 273 5, 113 5 094 A 18 96.6出森林簿の精査による修正

朝日町 63 

多気町 5,915 3, 763 3 763 63.6見

明和町 310 

大台町 27, 940 26,098 27,940 1,842 100.0出
栗生、大ヶ所、上奈楠、、上三瀬、下楠、
新田、千代、高 栃原、長ヶ、柳原 5,969 21. 41始
の追加

玉城町 1, 259 

度会町 11, 417 6,369 7,647 1, 278 67.0出坂井、長原、和井野の追加 3.253 28. 5再

大紀町 ι20,407 19,855 20 407 552 1日00世
打見、金輪、神際、野添、船木、三瀬

421 2. 1弘
川の追加

南伊勢町 20,367 10,499 13.923 3,424 68.4世泉、相賀津浦佐、小方竃、切原、五ヶ所
浦、神 の追加

紀北町 18,052 15, 975 17.246 1, 271 95. 5見紀伊長島区東長島の追加

御浜町 5, 607 4,385 4,913 528 87. 6再大字中立、大字引作の追加

紀宝町 6, 024 4,998 5,355 357 88.9同北槍杖、瀬原の追加 361 6. 0百

計 348含 922 271, 821 285.475 13, 654 50 376 17.6% 

（民有林に占める割合） 77.9弘 81.B国 14.4覧
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三重県水源地域及び特定水源地域の指定に関する基本指針

三重県水源地域の保全に関する条例（平成27年三重県条例第45号。以下、「条

例」という。）第 11条第1項の規定により、水源地域及び特定水源地域の指定

に関する基本的な指針として、炊のとおり定める。

1 水源地域の対象

県は、森林法（昭和 26年法律第 249号）第5条第1項の規定によりたてら

れた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林のうち、森林の有

する水源の溜養機能の維持増進を図るため保全する必要がある地域を水源地

域として指定する。

2 水源地域の指定

水源地域の指定の考え方は、次のとおりとする。

( 1 ）森林の機能別調査実施要領（23林整計第 320号）に基づき水源溜養機能

が高いとされた森林

条例の目的や県民への負担を考慮するとともに、事前届出が必要な地域を

わかりやすく示すため、地域森林計画の対象民有林のうち、水j原酒養機能が

高いとされる森林を含む地域を大学単位で指定する。

( 2）その他知事が必要と認める地域

水源地域は、個々の水源の状況など地域の実情に即して指定する必要があ

ることから、市町からの意見に基づき知事が必要と認める地域を指定する。

なお、当該項目による水源地域指定は大学単位とする。

( 3）指定の除外

県は、（ 1）で示した地域のうち、市町から水源地域の指定をしない旨の

意見があった地域については、水源地域に指定しない。

3 特定水源地域の指定

特定水源地域の指定の考え方は、次のとおりとする。

( 1 ）水源地域のうち、下記（ 2）又は（ 3 ）に該当するものとして、条例第

11条第3項の規定により市町から提案があり、知事が必要と認める地域を

指定する。

なお、当該項目による特定水源地域の指定は、地域森林計闘で設定された

林斑単位とする。

( 2）水源地域内において、公共用水源（上水道事業および簡易水道事業を原

則とする）として地表水を取水している地点から上流の集水区域

( 3）公共用水源として水道事業への水の供給を目的として設置されたダムの

上流部の集水区域
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( 7）第2期「みえ生物多様性推進プラン」（中間案）について

1 現状

平成20年6月に「生物多様性基本法jが施行され、都道府県は生物多様性の保全と持続

可能な利用に関する基本計画の策定に努めることが規定されました。

これを受け、三重県でも平成24年3月に、平成24年度から平成27年度までの4年間を

計画期間とする「みえ生物多様性推進プラン」を策定し、生物多様性の保全と持続可能な

利用に向けた取組を総合的に進めてきました。

2 第2期みえ生物多様性推進プランの策定方針

現行プランの計画期間が平成27年度末で終了することから、「みえ県民力ビジョン・第

二次行動計画（仮称）」にあわせ、平成28年度から平成31年度までの第2期「みえ生物多

様性推進プラン」を策定します。

策定に向けて、三重県自然環境保全審議会自然環境部会から「生物多様性の理解をもっ

と進めるために、わかりやすく親しみやすいプランにする必要がある。」との意見を受け、

県民の皆さんから、三重県の自然に対する理想のイメージ（こんな三重だったらイイネ！）

について意見をいただき、「具体的に」、「わかりやすし、」、「理解と行動に結びっくJプラン

を作成する方向で検討を進め、中間案を取りまとめました。

3 第2期 fみえ生物多様性推進プランJの中間案の概要

（呂指すべき姿）

「森、皇、川、海がつながり、地域資源をうまく利用した地域産業が根づき、経済循

環が活性化し、多様な学習や活動の機会が、三重県中にあふれでいる！」

（重点方針 1) 「みんなで学びあおうj

「子どもも大人も、県民みんなが、家庭で、社会で、地域で広く学びあう。博物館な

どで多様な学習や活動の機会が三重県中にあふれでいる」

（重点方針2) 「うまく利用しよう」

「生物多様性の保全・維持と、地域産業、地域経済・社会の循環を両立させるため、

また、地元の農林水産物などの資源を持続させるためにうまく利用することが大切」

（重点方針3) 「守り、創りだそうJ

「生物が生きていくには、その生物に適した環境が必要。生物が絶滅するのは、その

生物に適した生息環境がなくなってしまうから。生息環境を保全することが、生物を

保全することにつながるJ
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4 今後の対応

第2期「みえ生物多様性推進プラン」（中間案）について、広く県民の意見を聴くため、

平成27年 12月中旬からパブPリックコメントを実施し、いただいた意見等をふまえて最終

案を取りまとめる予定です。

県として生物多様性の保全と持続的な利用に向けた取組が適切に行われるよう、平成

28年3月末までに第2期「みえ生物多様性推進プラン」を策定してまいります。

（スケジューノレ〉

平成27年 12月中旬

平成28年2月上旬

平成28年 3月

平成28年 3月

パブFリックコメントの実施

三重県自然環境保全審議会に諮問

環境生活農林水産常任委員会で最終案を説明

策定
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( 8）三重県水産業圃漁村振興指針（中間案）について

県は、漁業者をはじめとする関係者や有識者との意見交換を行いながら、

「三重県水産業・漁村振興指針」の見直し作業を進め、中間案を取りまとめ

ました。

1 漁業者等との意見交換について

指針が浜の声を十分に反映したものとなるよう、漁業者等 800人を目標に意

見交換を行っています（11月末時点の実績が目標の 800人に達しました）。

いただいた主な意見は、以下のとおりです。

（カッコ内に第4章今後の展開（別添5 2）への反映箇所を示しました）

O付加価値向上に関して

・販路や魚価の課題が大きい。観光との連携や六次産業化に加え、輸出にも

取り組みたい（ 1 1 (1）・（2））。

・魚類養殖の規模拡大や定置縞の大型化で収益向上をめざしたいが、投資に

慎重な人も多い（ 1 1 (5）・ 1-2 (2））。

－個人経営では、小規模で計画生産が困難などの限界があり、販路開拓など

新たな展開には、漁業者に企業的要素が求められる（ 1-2 (2））。

0担い手、漁協合併に関して

－漁業者の減少と高齢化による漁業衰退を危慎している。水産加工業も含め、

仕事があっても来でくれる人がいない。担い手対策が震要で、新規就業者

の優遇策等を検討する必要がある（ 1 2 (1））。

・一足飛びに県一漁協とすることに慎震な漁協が多い。一旦、複数漁協への

合併を検討する必要がある（ 1 2 (3））。

0水産資源に関して

－資源管理に力を入れているロ放流も大切と考えている。限りある資源を有

効に収入に結びつけるために、県の調査、研究に期待する（ 1-3(1)), 

・伊勢湾のアサリ資源の回復を図る必要がある。また、クロノリ養殖に

関して、価格の高いアサクサノリの普及や協業化等の推進に期待する

(2 6・2 8）。

0水産基盤整備に関して

・漁村集落の減災の取組を進めてほしい。また、地域の主要な水揚げ施設を

耐震化し、被災後に漁業を早期再開できるよう備えたい（ 1 4 (1））。
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2 指針中間案について

第 1章指針策定の考え方

第2章水産業・漁村をめぐる情勢

第3章水産業・漁村のめざす姿

①漁業者に一定以上の所得が確保される水産業の実現

②さまざまな世代の漁業者が生き生きと働き、次の世代に確実に承継でき

る魅力ある水産業・漁村の確立

③資源管理および環境の保全掴再生を進め、豊かな水産物を持続的に供給で

きる水産業・漁村の展開

④漁港施設や市場・共同加工施設などの整備による、安全で生産性の高い

水産業と、安心で快適な漁村の構築

の4つをめざす姿として、以下の取組を展開してまいります。

第4章今後の展開

( 1 ）施策の展開

①高い付加価値を生み出す水産業の確立

②水産業の担い手の確保・育成

③資源管理・漁場環境保全等の推進

④水産基盤の整備・保全

( 2）漁業種類別の取組

本県の主要な 11の漁業種類ごとに、取組内容を明確にし、漁業者、水産

関係団体、市町、県等が適切な役割分担のもとで取組を実践してまいります。

①底びき網漁業 ⑤海女漁業 ⑨貝類養殖

②船びき網漁業

③まき網漁業

④定置網漁業

第5章推進体制

3 今後の対応

⑥アサリ漁業

⑦魚類養殖

③藻類養殖

⑩真珠養殖

⑪内水面漁業・養殖業

引き続き、関係者や有識者から意見をいただくとともに、パブリックコメン

トを実施する等して、最終案をとりまとめ、平成 28年 3月の環境生活農林水

産常任委員会にお示しする予定です。

（作業スケジュール）

平成 27年 12月中旬

平成 28年 3月

平成 28年 3月

パブリックコメント

環境生活農林水産常任委員会で指針最終案を説明

策定
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1審議会等の名称

2開催年月日

3委員

4諮問事項

5審議結果

6備 考

1審議会等の名称

2 開催年月日

3委員

4諮問事項

5審議結果

6備 考

1審議会等の名称

2開催年月日

3委員

4諮問事工真

5審議結果

6備 考

(9）各種審議会等の審議状況の報告について

（平成27年9月15日～平成27年11月23日）

鳴林水産部）

三重県自然環境保全審議会 自然環境部会

平成27年9月29日ωく）

［部会長］中部環境パートナーシップオフィス チーフプロデ、ューサー

新海洋子他4名

みえ生物多様投信隼プランの改訂について

みえ生物多様性描隼フ。フンの改定案について説明し、意見等をいただきま

した。

三車鞘茶材審議会

平成27年 10月19日（月）
／ 

［会長I三宮史学教授石川知明他11名

1 三重県水源出或の保全に関する条例に基づく水源地域及び特割t源地

域の指定について

2 北伊勢脚或森林計画（案）について

3 森林保全部会の審設状況について他

1 三重県水源地域の保全に関する条例に基づく水源地域及ひ滑定水源地

域の指定についてご審議いただき、適当と認められました。

2 北伊勢地域森林計画（掃について報告しましたD

3 森林保全部会の審議状況について報告しました。

三事県民の森及び三重県上野森林公園指定管理者選定委員会

平成27年10月28日（水）

【委員長］三官立学教授石川知明他5名

三畠県民の森及び三車県上野森林公園の指定管理者選定iこついて

三重県民の森及び三重県上野森林公園の指定管理者選定について審議して

いただきました。
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1審議会等の名称 三重県民の森及び三車県上野森林公園指定管理者選定委員会

2開催年月日 平成27年 11月5日（木）

3委員 ［委員長］三重大学樹受石｝II知明他5名

4諮問事項 三車問の森及び三重県上里子森林公園の指定管理者選定について

5 審議結果
三重県民の森及び三車県上野森林公園の指定管理者選定について審議し、

指定管理候補者を選定していただきました。

6備 考

1審議会等の名称 三重ブランド認定委員会

2 開催年月日 平成27年 11月6日（金）

3委員 ［委員長］三宮立学耕受磯部由香他10名出席

4諮問事項 平成27年度三重ブランド認定について

「三重ブランド認定基準及ひ審査取扱方針」に基づき、申誇のあった6

件（農産物3件、農勘日工品1件、水産物1件、水繭自工品1件）につい

5調査審議結果 ての書類審査（一次審査）を行ったところ、農産物2件について1次審査

を通過しました。

なお、 2次審査は1月以降に実施する予定です。

6備 考

1審議会等の名称 三重県自然環境保全審議会 自然環境部会

2開催年月日 平成27年 11月13日（金）

3委員
｛部会長］中部環境ノ~－トナーシッフ。オフィス チーフプロデ、ューサー

菊百毎洋子他6名

4諮問事項 みえ生物多様性描隼プランの改訂について

5審議結果
みえ生物多樹主描隼プランの改定案について説明し、意見等をいただきま

した。

6備考
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